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食 品 安 全 委 員 会 第 74 回 会 合 議 事 録  

 

１．日時  平成 16 年 12 月 16 日（木）  13:57 ～15:52  

 

２．場所  委員会大会議室 

 

３．議事 

（１）食品安全基本法第 24 条に基づく委員会の意見の聴取について 

・農薬「フェンアミドン」に関する食品健康影響評価について 

（２）食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価について 

（３）食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査結果について 

  （平成 16 年 12 月） 

（４）その他 

 

４．出席者 

  （委員）   

    寺田委員長、小泉委員、坂本委員、中村委員、見上委員、 

 （事務局） 

一色事務局次長、小木津総務課長、村上評価課長、藤本勧告広報課長、 

杉浦情報・緊急時対応課長、冨澤評価調整官 

 

５．配布資料 

資料１   食品健康影響評価に関する審議結果について 

資料２－１ 食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価案件に関するファクト 

シート 

資料２－２ 食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価について 

資料３－１ 食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査結果について 

       （平成 16 年 12 月） 

資料３－２ 【別添】食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査結果 
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６．議事内容 

○寺田委員長  ただいまから「食品安全委員会」の第 74 回会合を開催いたします。今日は

５人の委員の先生が御出席でございます。 

  会議全体のスケジュールにつきましては、お手元にございます「食品安全委員会（第 74

回会合）議事次第」を御覧ください。 

  資料の確認をお願いします。 

  資料１が、「食品健康影響評価に関する審議結果について」。 

  資料２－１が、「食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価案件に関するファクトシ

ート」。 

  資料２－２が、「食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価について」。 

  資料３－１が、「食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査結果について

（平成 16 年 12 月）」。 

  資料３－２が、「【別添】食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査結果」

であります。 

  お手元に資料ございますね。 

  それでは、議題に入らせていただきます。 

  「食品安全基本法第 24 条に基づく委員会の意見の聴取について」であります。農薬フェ

ンアミドンに関する食品健康影響評価については、専門調査会における審議、情報・意見

募集の手続が終了いたしておりますので、事務局から説明をお願いいたします。 

○村上評価課長  それでは、資料１に基づきまして御説明をいたします。 

  フェンアミドン、資料１を１枚めくっていただきますと表紙がありまして、もう２枚ほ

どめくっていただきますと「〈検討の経緯〉」というのが３ページにあります。 

  2002 年 11 月 13 日の申請以降、2004 年２月に食品健康影響評価の要請がありまして、そ

の後、この検討の経緯に書いてあるような日程で評価をしてきたものでございます。 

  もう一枚めくっていただきまして、５ページに本品の構造がございます。このような構

造のもので殺菌剤でございます。これは、新たに農薬取締法に基づく登録申請があったた

めに、食品健康影響評価の依頼のあったものでございます。 

  本品につきましては、意見・情報の募集の前に一度御説明をしておりますので、かいつ

まんで御説明をさせていただきますが、本品につきましては生体内運命試験等が行われて

おりまして、特段特定の臓器に蓄積をするということはないということでございます。 

  14 ページ以降、毒性試験が行われておりますが、16 ページの下の段に（２）慢性毒性／
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発がん性併合試験のラットにおける結果が出ておりますが、その反対側の 17 ページの上の

ところに表６というのがございますけれども、ここに書いてありますように、高用量群に

おいては甲状腺を中心といたしまして、幾つかの毒性が出てくるというものでございます。

発がん性は認められておりませんけれども、表の下の２行に書いてございますように、こ

のラットの慢性毒性／発がん性併合試験では 60 ppm 群が無毒性量であろうという結論に

なっております。 

  ほかに、発生毒性試験が行われておりますが、催奇形性は認められていないということ

でありまして、遺伝毒性試験については 18 ページの下の段でございますけれども、染色体

異常の誘発が培養細胞に対して認められたという報告がございますけれども、マウスを用

いた小核試験の結果が陰性であったということと、それから不定期ＤＮＡ合成試験におい

ても陰性であったというようなことを総合的に判断をいたしまして、専門調査会では遺伝

毒性を発現しないという結論となっているわけでございます。 

  それで 24 ページを御覧いただきますと、本品につきまして総合的な評価をするために無

毒性量を一覧にしたものが、そこにございます表 10 として掲げてございますけれども、そ

の表の真ん中の慢性毒性／発がん性併合試験、ラットの試験の無毒性量が一番小さな数字

ということでございまして、これを基に安全係数 100 を取りまして、ＡＤＩとしては 0.0

28 mg/kg 体重/日とするのが適当であるという結論に専門調査会ではなったものでござい

ます。 

  この報告の案に基づきまして、これは最後のページでございまして、最後から１枚戻っ

ていただきますと「参考」というのがございますが、これは本委員会においてお許しをい

ただきまして、10 月 28 日から 11 月 24 日までの４週間、意見・情報の募集をさせていた

だきました。 

  その結果として御意見１通ございまして、この御意見は中身の問題ではないんですが、

先ほどの 24 ページのＡＤＩの設定の表 10 の下に、「（ＡＤＩ設定根拠資料）」、「（動

物種）」、「（期間）」と書いてあるところがございますけれども、その一番下に暴露評

価対象物質という記述がありまして、そこにフェンアミドン及び脱Ｓ－メチル体というの

が書いてあったんですが、これはＡＤＩを決めるときに評価をしたのは、フェンアミドン

本体であるので、こういうことが書いてあるのは誤解を生じるのではないかという御意見

でございました。 

  この暴露評価対象というのは、実際に食品中にどれだけ残っているのかということを評

価をしたという対象物質でありまして、これはＡＤＩとはまた違う、ＡＤＩの設定におい
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て、このことが考慮されているわけではありませんので、専門調査会の回答の側でござい

ますけれども「ＡＤＩは親化合物を試験動物に投与して得られた無毒性量を根拠としてい

ますので、ＡＤＩはフェンアミドンのみについての値です」ということでございまして、

そういう誤解が生じないように、ここの 24 ページの下の段の記述のところからは、そのよ

うな記述は削除をしたということでございます。 

  以上、その部分を変更した形で農薬専門調査会の座長より 12 月 15 日付けで本委員会委

員長あてに審議結果の報告があったものでございます。よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

○寺田委員長  どうもありがとうございました。ただいまの説明あるいは記載事項に関し

まして御質問なり、御意見ございますでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、この農薬フェンアミドンにつきましては、農薬専門調査会におけるものと同

じ結論となりますが、「フェンアミドンの１日の摂取許容量を 0.028 mg/kg 体重/日、１

日当たりと設定する。」ということでよろしいですね。どうもありがとうございました。 

  それでは、続きまして「食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価について」の議事

に移ります。 

  本案件につきましては、７月 15 日の第 54 回委員会会合におきまして、企画専門調査会

が選定した候補６案件が提案されまして、「Ｑ熱原因菌」、「食品に含まれるトランス脂

肪酸と冠状動脈疾患との関係」、「アルコール飲料の妊婦及び胎児への影響」の３案件に

つきましては、科学的知見をとりまとめた概要書であるファクトシートを作成することを

決定しており、本日の委員会にそのファクトシート案の資料が事務局より提出されていま

す。 

  また「食中毒の原因菌であるリステリア」「牛等の成長促進（肥育）剤として使用され

る性ホルモン」「放射線照射食品」の３案件につきましては、事務局に科学的知見と内容

のさらなる調査を求めておりましたが、今回事務局から資料の提出がありました。 

  それでは、まずファクトシートにつきまして事務局の方から説明をお願いいたします。

○杉浦情報・緊急時対応課長  それでは、ファクトシートを作成することになっておりま

した３案件につきまして、資料２－１に基づいて御説明いたします。 

  まず、１ページ目にこれらのファクトシートを作成することになりました経緯を説明し

ております。これは、なぜ今このようなファクトシートを作成するのかを国民の皆様に御

理解いただくためのものでございまして、２ページ以降が各案件についてのファクトシー

トという形になっております。 
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  いずれの案件につきましても、まず最初に「Ｑ熱とは」とか「トランス脂肪酸とは」と

いった形で、そのハザードの特徴についてまず説明いたしまして、２といたしましてその

ハザードの「リスクに関する化学的知見」、それから３番目に「諸外国及び我が国におけ

る最近の状況等」といった形でまとめさせていただいております。 

  まず２ページから５ページにかけて記載しております「Ｑ熱（Ｑ fever ）」について

簡単に御説明させていただきます。 

  「Ｑ熱とは」人獣共通感染症の１つで、 Coxiella burnetii が原因菌の感染症で、1937

年に豪州のと畜場の従業員の間で流行した原因不明の熱性疾患として初めて報告されたと。

Ｑ熱という病名は、原因不明の熱病 Query fever というのに由来しているということで、

この第１段落で、このＱ熱の原因菌、それから病名の由来について説明しております。 

  それから第２段落では、Ｑ熱の病態について大まかに急性型と慢性型の２つに分かれて、

急性型の潜伏期は一般には２～３週間で、症状はインフルエンザの症状に似ていて、発熱、

頭痛、筋肉痛、それから全身倦怠感、呼吸器症状などを呈すると。急性型の２～10 ％は心

内膜炎を主な症状とする慢性型に移行する。適切な治療をしないと致死率も高いというこ

とで、Ｑ熱の病態、それから臨床症状について説明しております。 

  ２の「リスクに関する科学的知見」でございますけれども、このＱ熱の原因菌であるコ

クシエラは感染動物の尿、糞、それから乳汁などに排泄されまして環境を汚染すると。ヒ

トは、この汚染された環境の中の粉塵や飛沫を吸入して感染するといった、この感染源、

あるいは感染経路について説明しております。 

  感染源は主に家畜やペットですけれども、自然界では多くの動物やダニが保菌しており、

これらも感染源となり得ると。 

  最後、一番下の段落は日本の状況でございますけれども、日本では昭和 63 年にカナダで

羊の胎仔を扱う研究に従事していた留学生が帰国後に発症し、最初のＱ熱の症例として報

告されております。これを契機に国内での調査も進みまして、我が国にもＱ熱が存在する

ことが明らかとなっておりますけれども、報告が多いのは動物と接する機会の多い獣医師

に感染が多いということが報告されております。感染源としては、患者が飼っているペッ

トが疑われておりますけれども、特定できない症例が多くなっております。ということで、

我が国の状況を紹介させていただいております。 

  （２）で「我が国における食品の汚染実態」ですけれども、飲用乳につきましては、平

成 14 年に基準が改正されておりまして、63 ℃で 30 分、またはそれと同等以上の殺菌効果

を有する方法で加熱することが義務付けられているということで、この条件で処理されて
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いればコクシエラ菌は殺菌されます。 

  一方、最近鶏卵やマヨネーズ等の関連食品の一部がコクシエラに汚染されている可能性

があるという指摘が一部のグループからなされているわけですけれども、厚労省において

鶏卵について調査をした結果、市販鶏卵の卵黄からはコクシエラ菌は検出されなかったと

いう報告もあります。 

  現在までに、鶏卵を原因としたＱ熱の感染事例も報告されていないということで、国内

における食品の汚染実態について説明させていただいております。 

  最後に３として「諸外国及び我が国における最近の状況等」でございますけれども、諸

外国ということで、米国、それから豪州の状況を紹介しております。 

  米国では、平成 14 年に患者発生数が 61 人、それからオーストラリアでは平成 15 年で患

者発生数が 530 人というような報告があると。 

  Cで、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）がＱ熱に関する報告症例を整理した概要書を掲載し

ているわけですけれども、ＦＡＯはＱ熱は人獣共通感染症であり、家畜を扱うもの、それ

から農場主及び研究所の職員の職業病であるということで注意喚起を行っております。 

  （２）ということで、我が国におけるＱ熱の発生状況ですけれども、平成 15 年には９名

の発生報告が、感染症法に基づく届け出があったと。 

  一番最後の段落ですけれども、厚生労働省が平成 15 年に行った厚生労働科学研究の結果

を平成 16 年７月にまとめているわけですけれども、この報告書によりますと調査した市販

鶏卵、計 215 個の卵黄からはコクシエラは検出されなかったということが報告されており

ます。 

  以上がＱ熱の関係で、６ページから 10 ページにかけまして「トランス脂肪酸」につきま

してまとめております。 

  まず「トランス脂肪酸とは」ということで、マーガリンやショートニングなど加工油脂

や、これらを原料として製造される食品のほか反芻動物の肉や脂肪中などに含まれる脂肪

酸の一種で、その作用といたしましては、悪玉コレステロールと言われるＬＤＬコレステ

ロールを増加させ、善玉コレステロールと言われるＨＤＬコレステロールを減少させる働

きがあり、大量に摂取することで動脈硬化などの心臓疾患のリスクを高めるという報告が

あります。 

  生成の過程については３つが考えられて、そこにA、B、Cとございますけれども、油

を高温で加熱する過程。植物油等の加工に際し、水素添加する過程。自然界においても、

牛などの第一胃内でバクテリアにより生成されるという、３つの生成過程があるというこ
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とをまず紹介させていただいております。 

  「リスクに関する科学的知見」でございますけれども、我が国では平成５年に報告され

た試験結果によると、油菓子などでは油脂中のトランス脂肪酸が 15 ％以下のものがほと

んどだということで、米国の場合の 20 ％よりかなり低い傾向を示しております。 

  その原因として、原料油脂の配合の違いが考えられるということで、硬化油をつくるの

に液体油に水素を添加するわけですけれども、この水素添加の際に飽和脂肪酸のほかに、

このトランス脂肪酸も生成されるというふうに考えられておりまして、米国では水素を添

加した硬化油のみでマーガリンやショートニングを製造しているわけですけれども、我が

国では水素が添加されていない未硬化植物油に部分的に水素を添加した油脂を配合したり、

マーガリンなどでは硬化油の配合を少なくして融点の低い油脂を製造するため、米国より

も硬化油の使用料が少ないという、我が国において油脂中のトランス脂肪酸が少ない原因

についても、ここで説明しております。 

  （２）の「トランス脂肪酸の摂取量」ですけれども、米国では 20 歳以上の大人で、１日

当たり平均 5.8 g 、摂取エネルギーに占める割合は 2.6 ％と推計されております。 

  ＥＵでは１日当たり平均摂取量は男性では 1.2 ～6.7 g 、女性では 1.7 ～4.1 g 、それ

ぞれ摂取エネルギーの 0.5 ～2.1 ％（男性）、それから 0.8 ～1.9 ％（女性）に相当して

いると。 

  一方、日本では硬化油、乳、乳製品等の摂取量を考慮して推計したものによりますと、

トランス脂肪酸の摂取量は１日当たり平均 1.56 g で、摂取エネルギーの 0.7 ％に相当す

るという、諸外国と我が国におけるトランス脂肪酸の摂取量について紹介させていただい

ております。 

  「リスクの程度」でございますけれども、疫学研究の結果、トランス脂肪酸は飽和脂肪

酸と同様に悪玉コレステロールを増加させ、善玉コレステロールを減少させる。悪玉コレ

ステロールの増加と善玉コレステロールの減少が心臓疾患の発症と正の相関関係を示して

いることも示されておりまして、これらのことから飽和脂肪酸と同じように、トランス脂

肪酸の摂取と心臓疾患のリスク増大には相関関係がある可能性があるという、欧州食品安

全機関（ＥＦＳＡ）の科学パネルの意見書の内容について、ここで紹介させていただいて

おります。 

  ３番目に「諸外国及び我が国における最近の状況等」でございますけれども、デンマー

クでは 2004 年１月からすべての食品について油脂中のトランス脂肪酸の含有率を２％ま

でとする制限が設けられております。 
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  米国では、2006 年１月から加工食品のトランス脂肪酸の表示を義務付けることとし、20

04 年８月に発表した米国人のための食事指針案では、トランス脂肪酸の摂取量は１日当た

りの総エネルギー摂取量の１％未満とするように勧告しております。 

  カナダも同様に、原則として 2005 年 12 月 12 日から栄養成分の表示義務化の中で、トラ

ンス脂肪酸も表示対象としております。 

  国際機関のＷＨＯ／ＦＡＯ合同専門家会合の報告書におきましては、トランス脂肪酸の

摂取量は最大でも１日当たり総エネルギー摂取量の１％未満とするよう勧告しております。

  「我が国の状況」でございますけれども、厚生労働省が平成 11 年６月に示しました第６

次改訂日本人の栄養所要量を紹介しておりまして、トランス脂肪酸は反芻動物の肉や乳脂

肪中にも存在すると。トランス脂肪酸の摂取量が増えると、血漿コレステロール濃度の上

昇、善玉コレステロールの濃度の低下など、動脈硬化症の危険性が増大すると報告されて

いると。この第６次改訂日本人の栄養所要量の内容を紹介させていただいております。 

  日本の油脂製造業におきましては、特殊な用途の油脂を除いて、一般的にはできるだけ

トランス脂肪酸が生成されないように製造されておりまして、マーガリン類及びショート

ニングについては未硬化植物油に軽度に硬化した油脂を配合して、融点の低い油脂類が製

造されているということで、トランス脂肪酸の割合は米国のものより低いとされていると。

我が国の油脂製造業の状況について説明しております。 

  次に、11 ページ以降が「妊婦のアルコール飲料の摂取による胎児への影響」でございま

すけれども、まず１といたしまして「妊婦のアルコール飲料の摂取による胎児への影響と

は」ということで、1899 年に Sullivan 博士によって、それから 1968 年に Lemoine 博士に

よって妊婦のアルコール飲料の摂取による胎児への影響が研究されておりまして、胎児性

アルコール症候群（ＦＡＳ）が生じる可能性があるということ。 

  それから、囲み記事の中にＦＡＳの定義が記載されているわけなんですけれども、これ

らのすべてを満たさない場合であってもアルコール関連神経発達障害（ＡＲＮＤ）、それ

からアルコール関連先天異常（ＡＲＢＤ）、こういった症状が見られる場合があるという

ことで、この１で胎児性アルコール症候群等について紹介しております。 

  「リスクに関する科学的知見」でございますけれども、胎児にアルコールがどのように

作用してＦＡＳを引き起こすのかについては、十分に解明されておりません。 

  しかし、さまざまな原因が複雑に絡み合いながら、ＦＡＳの発生に関与しているのでは

ないかと考えられている。 

  いずれにしても、妊娠中の飲酒は、その量や時期にかかわらず胎児に悪影響を与える恐
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れがあるとされているという、参考文献のところにございますけれども、米国疾病管理セ

ンター、あるいは米国保健福祉省のファクトシートを引用する形でリスクに関する科学的

知見について紹介させていただいております。 

  「諸外国及び我が国における最近の状況等」でございますけれども、諸外国の状況とい

たしまして、まず米国では胎児性アルコール症候群（ＦＡＳ）の発生率は、出生 1,000 人

当たり 0.2 ～1.5 人と。アルコール関連神経発達障害、それからアルコール関連先天異常

についてはＦＡＳの約三倍程度の発生率と考えられています。 

  米国は、妊婦や妊娠を計画している女性に対し、アルコールを摂取しないように 1981

年に初めて指導を行い、その後も 90 年、95 年、それから 2000 年に３回指導文書を出して

おります。 

  フランスでは、ＦＡＳの発生率は出生 1,000 人当たり 0.5 ～３人と推定されておりまし

て、フランスでも 2004 年後半から行政機関と薬剤師会が協力して妊婦にＦＡＳに関する知

識の普及などのキャンペーンを開始するとともに、アルコール飲料の容器に妊婦の飲酒の

リスクについて表示することを法律で定めることを検討しております。 

  「我が国の状況」でございますけれども、平成 12 年に厚生労働省が実施した妊娠中の飲

酒に関する調査によりますと、妊娠中に飲酒した回数が 10 回未満と回答した人の割合が 9.

3 ％、同じく月１、２回が 4.5 ％、週１、２回が 2.6 ％、週３回以上が 1.4 ％というこ

とで、妊娠中に１度でも飲酒したことのある女性の割合は合計 18.1 ％になっております。

ただ、我が国ではＦＡＳの発生率については、現在十分な情報がございません。 

  最後の２つの段落ですけれども、厚生労働省は 21 世紀における国民健康づくり運動の中

で、胎児性アルコール症候群の問題を含めた総合的な対策ということで、アルコールに関

する３つの事項について目標値を定めて取り組んでいるということで、多量飲酒問題の早

期発見と適切な対応。未成年者の飲酒防止。アルコールと健康についての知識の普及と、

こういった項目について目標値を定めているという健康日本 21 の紹介と、それから酒造業

界等においては自主的に酒類製品の本体に妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児の発育に悪

影響を与える恐れがあります等の注意表示を行うこととしているという酒造業界の自主的

な取組についても、ここで紹介させていただいております。 

  以上でございます。 

○寺田委員長  どうもありがとうございました。ただいまの３つのファクトシートの案に

つきまして、何か御意見ございますでしょうか。どうぞ。 

○見上委員  この内容については、異論ございません。ただ、この３つの事項についてで
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すけれども、それぞれ専門委員からの御意見を聞いたかどうかお知らせください。 

○杉浦情報・緊急時対応課長  専門委員の御意見を聞いた上で作成させていただいており

ます。 

○見上委員  わかりました。 

○寺田委員長  どうぞ。 

○中村委員  ３つとも大変よくまとまっていると思いますけれども、やや感想めいたこと

を言えば、Ｑ熱と今の妊婦のアルコールは割合わかりやすい。この真ん中のトランス脂肪

酸という説明が、これがちょっとわかりにくいという、これは全体の感想です。 

  それで、小さいことですけれども、Ｑ熱のコクシエラですが、感染源が主に家畜とペッ

トと書いてありますけれども、勿論そうなんでしょうけれども、これはペットというのは、

カナダでは出産時の猫と書いてありますが、ペットというのは一応猫ということなんです

か、これは。 

  つまり、ペットと書いて、ただ、周知すると、今すごく日本ではペットの種類も多いし

数も多いので一体うちのやつは大丈夫かいなと、こういうことがすぐ頭に浮かぶのではな

いかと思うんです。 

  このＱ熱で非常に効果的だと思うのは、卵に感染の疑いがないということをはっきり書

いたと。これは非常にいい報告だと思いますが、ペットはどういうことで、かえってそん

なこと妙に書かない方がいいのか、あるいは書く以上は可能性としてはそんなに高くない

んだけれども、低いんだけれども、こういう事実があるというふうなふうに書くのがいい

のか、ちょっと私自身もよくわからないんですけれども。 

○寺田委員長  どうぞ。 

○見上委員  ペットという言葉は、確かに漠として国によっても違うし、例えば馬だって

やぎだってペットになっている国もあるし、日本ではそういう感じではないんです。です

から、その辺気になる人はいるかどうかは別にして、このＱ熱の「疫学」のところの２行

目「Ｑ熱の原因菌であるコクシエラ感染動物の尿、糞、乳汁」というふうにあるので、果

たして動物を特定するのがいいのか、ただ、ペットの代わりに感染動物と書いたのがいい

のか、その辺なんですね。 

○中村委員  どっちがいいのかな。 

○見上委員  その辺は日本人がどうやって受け取るかによると思うので、本当に難しいで

すね。 

  よろしいですか。 
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○寺田委員長  どうぞ。 

○見上委員  岐阜の例があるんですけれども、それはたしか猫でしたね。 

○中村委員  そうですか。だから、ペットで、それは犬はほとんどないんですかね。 

○見上委員  その辺は、たしかではございません。 

○中村委員  ですから、猫の例はあるけれども、非常にその例としては少ないとか、ある

いは一般的には、そのほとんど心配はないみたいな、いや、心配があるんだったらあると

書いた方がいいんですけれども、心配がないんだったらないというふうに書く方が何かい

いような気がちょっとしましたけれども。 

○寺田委員長  これは、私も知らないんですけれども、ペットでこういうこと、サーベイ

なんかやっていないんだったら、猫か犬、要するにキャリアがどのぐらいいるかとか、そ

ういうことは。 

○見上委員  患者が出て調べてみたらどうも怪しいというので、そこに飼っている動物を

調べるというのが普通なんです。というのは、ペットでサーベイするかということになる

と、動物病院に来るものを対象にしてやるんですけれども、普通はやらないんです。でも、

そんなにおっかない病気と言えば、それをどうやって受ける方が感ずるかによってもう全

然違うので、これはまさにＢＳＥの牛と同じです。感じのとらえようで。だから、いや、

むしろこの辺でこういうふうな感じで書いておいた、いわゆる一般的な書き方で特定して

しまうと、またそれが問題になることもあるし。 

○中村委員  そうですね。だから、ちょっと迷ったんですけれども。 

○杉浦情報・緊急時対応課長  よろしいですか。 

○寺田委員長  どうぞ。 

○杉浦情報・緊急時対応課長  ２ページの一番下にも書いてございますけれども、感染源

としては患者が飼っているペットが疑われているけれども、特定されていない症例が多く

なっているということで、ただ、４ページの感染症法に基づく届け出では毎年数十件の報

告がございますので、これらの症例について、例えばどういうペットを通じて感染したの

か、そういう事実関係がはっきりすれば更にこのファクトシートに具体的に記載させてい

ただくということでよろしいでしょうか。現時点では、厚労省からはどのペットが特定さ

れたかという、そういう情報をいただいておりませんので、こういう形でまとめさせてい

ただいております。 

○寺田委員長  よろしいですか。 

○中村委員  はい。 
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○寺田委員長  どうぞ。 

○中村委員  ちょっともう一つ、例の妊婦のアルコールなんですけれども、全部読んでし

まえば、できるだけ妊娠しているときは酒を飲まない方がいいよというやや単純なことな

のではないかと思うんですけれども、例えば 12 ページのアメリカの状況で、諸外国の状況、

アメリカのところの５行目から６行目ぐらいで、妊娠中の女性の飲酒率は、週７回以上ま

たは１回５杯以上を飲酒した女性は 18 歳から 30 歳で 2.7 ％云々と書いてあります。アメ

リカのことだから、余り関係ないと言えば関係ないですけれども、これを日本で引き比べ

たときに、１回５杯以上と言ってもどういう５杯なのかというのがわからないですね。で

っかいコップで５杯なのか、もし、そういうのがデータとしてあるなら、書いておけばい

いのではないでしょうか。つまり、それだけ飲むのは私はほとんど関係ないとか、そうい

うふうに思うこともあるかもしれないし。それは、どんなんでしょうか。 

○寺田委員長  どうぞ。 

○杉浦情報・緊急時対応課長  このファクトシートをまとめるにあたって引用した文献の

中では、特にその辺のところの詳細な記載がなかったので、こういう形で最終的にまとめ

たんですけれども、もし、もう一度照会等を行って、その辺の具体的な事実関係が明確に

あった場合には、更に詳細に記載するということでよろしいでしょうか。 

○中村委員  はい。 

○寺田委員長  ほかにございますか。 

  私もついでに、このアルコールのところのＦＡＳが独特の顔があるというのは、これは

コクシエラの顔の特徴だと思うんです。ちょっと、ここのところは何かアルコールのこと

を専門にしておられる方がいるので、そういう方にちょっと聞かれた方がいいのでは違う

かなと思うんですけれども。何だったら、また後から言いますけれども、どなたか専門家

に１回、専門家に勿論、聞かれたんでしょうけれども、もう一踏ん張り日本の状態で顔つ

きなんかよくモンゴリアンとか言ってばかにしたようなことを言いますけれども、あれは

日本にとってはモンゴリアンの顔はみんな正常なんだけども、外国人にモンゴリアンと言

ったらちょっと障害があるとか何か、そういう場合がありますので、ちょっとそこのとこ

ろ。 

  それから、今、言われた量のこととか、私やめた方がいいと思うんですけれども、妊娠

可能な時期というのはずっとありますね。これは全部やめるのかとか、そういういろんな

ことがあるので、だから、どの程度かというのを具体的に、人によりますけれども、だか

らできるだけになってしまうのかな。難しいですね、一般化するのは。いや、そこのとこ
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ろちょっと難しいので、ちょっと顔のこととか何か、そういうようなこと、そういうアル

コールを専門にしておられる先生にちょっと聞いたらいいなという感じがします。 

  これは、いいと思います。内容はいいんだけれども、一応コンフォメーションのつもり

でちょっとやられたらいいと。私が読んでも何も違和感なかったんですけれども。 

  ほかに何かございますか。失礼しました、どうぞ。 

○小泉委員  中村先生言われるように、この３つの中でトランス脂肪酸というのは、やは

り一般の人にはちょっと聞きなれない、微生物とかアルコールというのは非常に身近なの

でわかりやすいのかなというのが１つで、書きようによって私は割合科学的にわかりやす

く諸外国の状況とか、我が国の状況などを示しながら書かれているかなと思います。 

  それから、最後のアルコールのところなんですが、私なりに勝手に大量飲酒と言えるの

かどうかわからないんですが、いわゆる週７回とかの人を計算しますと、いわゆるヘビー

ドリンカーというんですが、かなり飲む人たちからＦＡＳの出る確率を見てみますと 0.7 

～5.6 ％で、フランスでもこれを計算しますと１～６％と大体同じような数字が出ている

んだなということで、日本人の大量飲酒がアメリカなみに多くても、ＦＡＳの発生率がア

メリカなみだとそれほど心配することもないかなと、これを見て科学的に計算する人がお

れば、そういうことも言えるかなと。 

  しかも、業界が既にこういった悪影響を与える恐れがありますということの表示で、子

どものことを考える女性ならば摂取しないということもかなりあるのかなと。これを出す

ことによって非常に意義があるなと私は思います。 

  以上です。 

○寺田委員長  どうもありがとうございました。 

  どうぞ。 

○中村委員  ちょっとトランス脂肪酸は、要するに日本はマーガリンとかショートニング

の製造の仕方がアメリカのと違うから比較的心配がないと理解すればいいんですか。 

  それで、例えば油を高温で加熱する過程において云々と書いてありますけれども、家庭

ではこういうのは出る心配はないんですか。 

○寺田委員長  どなたか御存じですか。 

○中村委員  こういうのは難しいですね。 

○寺田委員長  どうぞ。 

○村上評価課長  やはりトランス脂肪酸についても、まだわかっていないところが、特に

今、調理でどれほどできるのかというお話がありましたけれども、その部分はそれほどは
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っきりとわかっているわけではないと思います。 

  ただ、実際に我々が摂取する量のことを考えますと、もともと食品中に含まれている量

を規定するのはむしろ製造工程で、例えばマーガリンの中にどのぐらい入っているのかと

いうことがメジャーなファクターになるというふうには思いますし、それから日本はどち

らかというと硬くない、軟らかいマーガリンを好む傾向があって、その結果としてこうい

うトランス脂肪酸が余り入っていない食品に志向が偏っているということなのではないで

しょうか。それが、結果としてよかったということだと思います。 

○寺田委員長  どうぞ。 

○坂本委員  同じくトランス脂肪酸のところなんですけれども、８ページの真ん中の諸外

国の状況の一番下の方に「トランス脂肪酸の摂取量は、最大でも一日当たりの総エネルギ

ー摂取量の１％未満とするよう勧告しています」というのは、これは、外国の例だとは思

いますけれども、例えば、皆さん方が脂肪をとっていて、どの脂肪酸を何％でとっている

というようなことは、恐らく計算しないだろうと思われます。したがって、総エネルギー

の何％というより、１日これぐらいの量だといいというように、脂肪のｇ数で、表現する

のがよいと思います。例えばバター、マーガリンに、トランス脂肪酸の含量が多いという

ことが、主要な問題だとすれば、マーガリンその他は何ｇ以下がよろしいと、あるいは安

全な範囲であるというように書いていただくとわかりやすいと思いました。 

  それと、一番最後の言葉で、８ページの一番下から最後にかけてですけれども、我が国

の状況としては、マーガリン、ショートニングについては植物油に軽度に硬化したこれこ

れを融合しているので、アメリカのものより低いとされていますというだけの表現で終わ

っているんですね。これでは安全性のレベルがどれぐらいか、外国がどうかということが

わからないので、これは安全なんですか。これをもっと食べてはいけないのでしょうかと

いう質問が出てきそうな感じがするんです。もう少し数字を明記するとか、はっきり言え

ないんでしょうか。 

○杉浦情報・緊急時対応課長  ここはファクトシートをつくるときにも事務局の方で、も

う少し明確なことが言えないのか文献等を調べたんですけれども、なかなかそういう資料

がございませんで、それで、専門委員の意見も聞いた結果、最終的にはこのような形の表

現にしたということでございます。 

○寺田委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。 

  １度、これはＱ熱のところは今のペットにするか、動物一般的な話にするか、むしろあ

そこの表のところでわかっている数字があれば、種類がわかればそれを入れていただくと
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いうことで、それで今日はいいですね。 

  トランス脂肪酸のところは、今言われたようなことを可能であれば、変えていただくと

いうことです。 

  私も言いましたアルコールのところも、私はこれで十分だと思うので、顔のことだけ、

気になりますので、変なことでアルコールを飲んでいる方結構女の人が多いので、思われ

ていらぬ心配をするような方が出るのではないか、それだけのことなんです、本当のこと

を言って。 

  出すのは、もうこのとおりで結構だと思うんですけれども、このような点を確認し、必

要があれば修正を加えた上で、これらのファクトシートを公表していくということでよろ

しゅうございますか。 

                              （「はい」と声あり） 

○寺田委員長  条件付きでＯＫということで、そういうことでまた見させていただいて、

皆さんに回します。ありがとうございました。 

  それでは、自ら行う食品健康影響評価の案件のうち、本案件以外のものです。あと３つ

調査を求めておりました３つの候補につきまして、事務局の方から説明をお願いいたしま

す。 

○村上評価課長  それでは、資料２－２に基づきまして御説明をさせていただきます。 

  先般、御審議をいただきました３つの案件について調査をして、事務局で整理をしてと

りまとめるようにという御指示でございまして、それに基づきましてそれぞれ各案件ごと

にとりまとめさせていただいたものでございます。内容といたしましては、案件の内容に

関する情報と、それから現在の対策の状況と、それから想定される評価の方向性というよ

うなことで、それぞれとりまとめております。 

  まず最初の「食中毒の原因菌であるリステリア」に関してでございますが、リステリア

は、これは先生方も御存じのとおり、人畜共通感染を起こす病原菌ということで、動物や

食品を介して人に感染するものでございます。本菌は加熱に弱い一方で、発育温度は０か

ら 45 ℃と広いということで、低温で流通する食品の中でも発育をするというようなこと

で、増殖が認められるということでリステリアが１つの大きな問題となっているというこ

とであります。 

  欧米におきましては、特に米国においては毎年数百人、700 人のリステリア症患者が報

告されているというようなことでございますが、我が国においては幸運にも食品が原因と

なったリステリア症患者が確認をされたという事例はないということでございます。 
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  「リステリア症の症状」につきましては、肺炎様症状でありまして、潜伏期間は一般に

１～数週間、症状はひどくなると髄膜炎の症状、あるいは敗血症等が起こると、流産が起

こるというようなことであります。 

  「対策の状況」でございますが、これは「法規制の状況」というところに書いてござい

ますが、もし我が国において食品中からリステリア等の食中毒菌を検出した場合には、食

品衛生法第６条に基づいて販売等が禁止されるということでございまして、厚生労働省か

らは、既に都道府県に対して乳及び乳製品のリステリア汚染防止の指導通知が出ていると

いうところでございます。ただし、個別の食品に対する成分規格というものは、まだ設定

をされていないという状況でございます。 

  「対策技術の動向」というところでありますが、リステリアを含むほとんどの食中毒菌

の検出技術は確立されております。この平成 13 年から 15 年度ということで、幾つかの調

査研究の項目が書いてございますが、次のページにも幾つかの、これはリステリア以外の

食中毒菌についての研究の実施状況が書いてございますけれども、このような研究が行わ

れているという状況でございます。 

  それから「評価の方向等」ということでございますが、食品中の微生物リスクについて

定量的評価を行うということについては、我が国においてはまだ検討の段階にあるという

ことでございます。 

  しかしながら、これは後の方で「評価着手のための環境」というとこにも触れておりま

すが、世界的には微生物のリスク評価について定量的な取組が進んでいるところでござい

ます。微生物リスクの評価が難しいと申しますのは、１つはその病原微生物があるかない

かというのは、１つの大きなファクターでございますけれども、存在した場合、どれぐら

いあるかということと、それからその後、どのような環境に食品が置かれるか、どの程度

の期間食品がどういう環境に置かれるのかと。そういう時間のファクターと環境のファク

ター等によって、リスクが相当大きく異なってくるというような意味において、定量的評

価指標を導入しなければならないという状況でありますし、評価手法の開発が非常に難し

いというところでございます。 

  我が国において、リスアリアに限らず微生物のリスク評価にあたっては、このような評

価ガイドラインの作成が必要となるものと考えておりまして、その評価の際に考慮すべき

事項としては、（１）の最後の行にも書いてございますように、対象となる微生物及び食

品の範囲の明確化、それから生産、加工、流通、消費の各段階において、必要な方策とい

うようなこともスコープに入れてリスク評価を行われなければならないということでござ
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います。 

  「評価着手のための環境」というところでありますが、次のページを御覧いただきます

と国際的に既にある程度ドキュメントとしてつくられておりますガイドラインがそこに書

いてございます。国際機関あるいはＦＤＡ等で何回も議論がされておりまして、このよう

な定量的な取組が進んでいるというところでございまして、リステリアにつきましては、

米国やＦＡＯ／ＷＨＯで定量的評価がされ、この中で食品中のリステリアの定性的、ある

いは定量的な汚染データ、低温での増殖と熱による不活化に関するデータ、病原性ハイリ

スクグループの感受性に関する動物実験のデータ、あるいは年齢層ごとの発生調査等のデ

ータというのは、これはそれぞれの国におけるデータとしても、あるいは動物実験でのデ

ータとしても入手が可能でありまして、それぞれの機関において、これらのデータに基づ

く評価がされているところでございます。 

  我が国が今後、食中毒菌リステリア等に係る定量的なリスク評価を実施する上では、こ

れらの報告を参考にしつつ、我が国の実情を踏まえた評価指標の開発、あるいはその対象

とすべき食品の選択等を検討する必要が出てくるものと考えております。 

  これが現状、食中毒の原因菌であるリステリアに関する全般的なスコープでございます。

  次の案件について、また引き続き御説明をさせていただきます。 

  ２番目の案件は「牛等の成長促進（肥育）剤として使用される性ホルモン」ということ

でありまして、天然型のホルモンの評価という案件でございます。 

  現在、成長促進の目的で、我が国では使われておりませんが、米国等で使用されている

天然型ホルモンは、ここに書いてありますように、エストラジオール、プロゲステロン、

テストステロンの３種類でございます。これらの性ホルモンは、通常のフィジオロジーと

いうか、牛の生理の中で天然に牛が自ら生産をする内因性物質、体の中で生産されるホル

モンでございまして、勿論、このホルモンによってタンパク質合成の促進作用はございま

すけれども、結局牛の発情周期等の生理的反応をこれらのホルモンが生体内で増えたり減

ったりして、コントロールしていると。正常の生理として、そのようになっているという

ことであります。米国、カナダ、オーストラリア等においては、この物質を、このホルモ

ンを成長促進や肉質の改善のために投与をされているという状況であります。 

  投与は、通常ペレット、錠剤を子牛の耳に埋め込むというようなやり方で行われており

まして、ホルモンが食肉に残らないように筋肉等への接種をすることは、これらの諸外国

においても禁止をされているというものであります。 

  ２番目に「食品中含有量の把握」というところでありますが、これらのホルモンはすべ
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て検査で発見できるわけでありまして、我が国においてはそれ以前の段階として成長促進

剤として、その使用を認められている天然型の性ホルモンというのは存在をしないという

か、ないわけでありまして、使用実態はございません。 

  ただし、先ほども申し上げましたように、このホルモンは牛の内因性物質、何もこんな

ものを投与しなくても牛が体の中で勝手に生産をする、発情周期によって血中濃度が上が

ったり下がったりするようなものでございますので、通常の肥育が行われ、あるいは採乳

が行われたような食肉や牛乳の中にも、牛の周期に基づいて天然に含まれている量のホル

モンは広く含有しているわけであります。 

  この次の段落に書いてありますのは、今、申し上げたようなお話として、しからば輸入

肉についてはどうかということを調査をしたけれども、その平均値として高い値を示した

けれども、ただ、その濃度範囲というのは正常のフィジオロジーの範囲、だから、牛の発

情周期に連動して変化をする範囲に収まっているので、これは、意味のあるものとは考え

なかったということでございます。 

  それから一方で、牛肉や粉乳中にどの程度のホルモンがあるのかということ、これは食

品安全委員会において調査をいたしておりますけれども、これの調査においては国産と外

国産のものの間で濃度に大きな差は認められていないということであります。 

  「ヒトへの影響に関する知見」というところに今までわかっております、これらのホル

モンの体に対する影響が書いてございます。 

  性ホルモンは一般的にがんの原因になるということは、これはわかっておりまして、こ

こに書いてございますように、国際がん研究センターの評価ではエストラジオールやテス

トステロンはヒトに対して恐らく発がん性があると、あるいは、プロゲステロンはヒトに

対して発がんの可能性があるというような評価になっております。 

  ただ、食品からの摂取以外に、天然型の性ホルモンというのは体内でも生産されますし、

あるいは医薬品としても用いられているということでありまして、閉経後ホルモン補充療

法を用いた場合に、どのような作用が認められるのかという疫学調査を行っておりますが、

この際の閉経後のホルモン補充療法に用いられるホルモンの量は食品から推定される暴露

量と申しましょうか、食品から摂るかもしれない量の 1,000 倍以上の、相当高濃度のホル

モンを摂ることになるわけでありますが、このような状況で使った場合に、乳がんや子宮

内膜がんの頻度が増加しているのではないかというような報告もあります。 

  ただし、これらのお話はあくまで医薬品として使用した場合、相当高濃度で接種した場

合のことでありまして、食肉に残留するホルモン濃度でヒトに発がんが起きるというよう
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な報告はございません。 

  ５ページに「対策の状況」というところがございますが、国内の話をする前にその３行

目辺りからＪＥＣＦＡにおいては、これらの３物質ともにＡＤＩが設定をされておりまし

て、ＭＲＬというのは最大残留基準、これは食品中の基準あるいはその他の食品中の基準

ということでありますが、これについては不要と、その設定の必要はないということにさ

れているところであります。 

  国内では、ＪＥＣＦＡ、これは Joint Expert Co mmittee on Food Additives and conta

minant という国際機関の専門家委員会でございますが、そこにおける評価やそれからＣＯ

ＤＥＸ、国際食品規格の委員会の決定を踏まえまして、日本国内ではＭＲＬの設定は不要

という判断になっているわけであります。 

  一方、ＥＵにおきましては、これらのホルモンについてＡＤＩの設定はできないと現状

では考えておりまして、ホルモンの使用あるいは使用された食肉の輸入ということは禁止

をしているということでございます。 

  「対策技術の動向」のところでございますが、これは先ほど申し上げましたとおり、こ

れらのホルモンを検査して感度よく見つけることは、今の技術でできるということでござ

います。 

  ５番目に「評価の方向等」というところに簡単に書いてございますが、評価の視点とし

ては、これらの天然型のホルモンについてＡＤＩを設定する必要があるのかどうか。設定

することができるのかどうかという検討をすることになったわけでございます。 

  「評価着手のための環境」ということでは、国際機関による評価書あるいは畜産品中の

含有量調査結果等のデータの入手は可能ということでありますが、ただ、ＥＵの評価は進

行中ということでございまして、必ずしも国際的には統一した見解には至っていないと。

むしろ、議論が進行中であるということでございまして、最終的結論はＥＵにおいても出

されていないという状況でございます。 

  次のページには、先ほどから御説明をしております「国際機関及び外国政府機関による

対応状況」ということでありまして、繰り返しになりますけれども「ＪＥＣＦＡ／ＣＯＤ

ＥＸ」、これは国際機関でありますが、ＡＤＩを設定をして残留基準は設定の必要はなし

とされております。 

  「ＦＤＡ」、これはアメリカの食品医薬品庁でございますが、これは天然型のホルモン

については生理学的レベルの範囲内にある限り消費者に対するリスクは無視できるという

考えに基づいてＡＤＩは設定していないということでございます。 
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  これは、生理学的レベルの範囲をベースとして、それに加算するものとして、一定量を

規定して、その合計量を超える残留を認めていないということにはなっております。 

  それから「オーストラリア」については、天然型のホルモンについては、ＡＤＩも残留

基準も設定はする必要はないということにされております。 

  「ＥＵ」は先ほどから申しておりますように、使用禁止ということになっているわけで

あります。 

  ７ページは構造式等が書いてございます。 

  引き続き３番目の事項でございます「放射線照射食品」について御説明をさせていただ

きます。 

  放射線照射と言いますのは、農産品や加工食品に対してγ線等の放射線を照射をするも

のでありまして、発芽防止あるいは殺菌、殺虫などの効果を意としては行うものでござい

ます。主にγ線が実用化をされているところであります。 

  我が国におきましては、ジャガイモの芽止め、発芽防止のための放射線照射というのが

比較的、国際的に見ても早くに認められておりましたが、それ以外への食品への照射はそ

の後認められていないということでありまして、その一方で諸外国における放射線照射は

実態調査によりますと国によって、その取扱い差があるものの一番広く見ているのはアメ

リカでございますけれども、スパイスとかあるいはひき肉等の食肉とかというようなもの

への照射を認めているということであります。 

  「人の健康への影響」のところでありますが、現行の基準に基づきました放射線照射は、

これは日本においてはジャガイモについて芽止め目的で照射するわけですが、これは安全

性についての問題はないということでありまして、一番誤解がありますのは食品に放射能

が残留するのではないかというような御心配をする方もおられますけれども、結局、これ

はγ線でも電子線でもＸ線でも、結局、熱をかけたのと同じでありまして、必ずしもその

熱が食品にずっと残っているということはないのと同じように、放射線が食品内に残ると、

あるいは二次放射能が食品から出るというようなことはないものでございます。 

  そういう意味で、そのような問題はないわけでありますけれども、問題は放射線照射に

よって新たな化学物質、例えば、ジャガイモの中のある成分が問題のあるようなものに変

わらないかというようなことが問題になるわけでありますけれども、そのようなことはな

いということで、放射線照射は安全という判断になっているわけでありますし、国内にお

いて放射線照射ジャガイモによって健康被害が起きたというような報告はないということ

であります。 
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  「管理の状況」でございますが、「法規制の状況」としては、ジャガイモの芽止めにつ

いて使った場合は、照射済ジャガイモの箱には照射済の表示がついているということであ

りまして、それ以外の食品に対する使用は食品衛生法で禁止をしております。今後、許可

される場合は、食品ごとに食品衛生法の規格基準を定めて、個別に許可をしていくという

形になるわけであります。 

  それから、外国から輸入する食品に照射されたものがないかどうかということについて

は、認められていない照射食品の国内への流入を防止するために、検疫所において食品の

製造方法の記載を求めて、問題があるような場合は輸入を認めないということにしている

ということであります。 

  一方で「国際的な状況」につきましては、ＣＯＤＥＸにおいて比較的多くの食品に対し

て、その使用が認めてもいいのではないかということでガイドラインが設定をされており

まして、諸外国においても許可の制度があって、米国においては照射済食品には所定のラ

ベリングがされるということでございます。ですから、ひき肉について放射線照射が行わ

れたものについては、放射線照射済ということで特別な、それがすぐにわかるようなマー

クが付いているということであります。 

  「過去の経緯」については、先ほど申し上げたように比較的早い時期、1972 年ごろに日

本ではジャガイモの発芽防止のための照射の認可ということでございますが、その後 1980

年、あるいは 2003 年ということで、どちらかと言えば照射を認知をすると、比較的高線量

の照射でも食品の健全性が損なわれないというような考え方で国際的な評価が遂行してい

るということでございます。 

  「評価の方向等」のところでございますが「評価の視点」というところでありますけれ

ども、国内における食品への放射線照射は原則禁止という制度になっておりまして、用途

・品目ごとに安全性、あるいはその必要性を確認した上で使用を許可をするという制度を

とっているわけであります。 

  現在、認可されておるのは、ジャガイモの芽止めのための放射線照射だけでございます

けれども、この用途につきましては、厚生労働省において基準がつくられ、その基準を守

る形で製造が行われているものでございまして、人への健康被害の問題等は起こっていな

いということで、このことについて評価を改めて行う必要性は低いと考えられます。 

  そのほかの用途については、必要性等の検討が重要であろうということになるというこ

とだろうと思います。 

  「評価着手のための環境」ということでありますが、平成 15 年度の食品安全委員会の調
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査において欧米における食品への放射線照射の取組とか、あるいは放射線照射食品の流通

等に関する実態調査ということを実施をしております。 

  それから 16 年度においては、個別食品に係る国内外での安全性評価データの収集・整理

等も行っているところでございます。 

  以上簡単でございますが、とりまとめたものを御説明させていただきました。 

○寺田委員長  どうもありがとうございました。この３つの案件の候補リステリアとホル

モンと放射線照射、この３つにつきまして皆さんの御意見、どの案を取り上げるかという

ことに関して御意見いただければと思いますが。どうぞ。 

○見上委員  リステリアを始めとするいろいろな食中毒菌のリスク評価を行って広く国民

に周知するというか、正確な状況を伝えるということは非常に重要なことだと思います。

そういうことから、食品安全委員会が自ら、この食品健康影響評価を実施するべきと考え

ております。 

  しかし、この我が国において、リステリアも重要なんですけれども、リステリア以外に

も問題となる食中毒菌が結構ありまして、例えばサルモネラ、Ｏ１５７、カンピロバクタ

ーだとか、そういった食中毒菌の評価も必要と考えています。 

  このことから、実際リスク評価にあたっては、リステリアのみならず食中毒菌全般を対

象として、優先順位を考慮して評価を行ってはどうかと、そのように考えています。 

○寺田委員長  どうもありがとうございました。ほかにどなたかおられますか。どうぞ。

○小泉委員  見上委員がおっしゃいましたように、食中毒というのは、毎年数万人罹患し

ておりますし、また数名が亡くなっているという状況で食品安全委員会が取り組む案件と

しては非常に重要ではないかと。 

  そういった中で、微生物の定量的リスク評価手法というのは、まだ開発途上ではござい

ますが、今後に向けて取り組んでいくことが非常に重要ですが、まずこの機会に微生物の

リスク評価に関するガイドライン、そういうようなものを策定していくべきではないかと

思います。既に、国際機関ではいろいろガイドライン出ていますので、そういうことも参

考にしながら安全委員会でもやればいいのではないかと思っております。 

  以上です。 

○寺田委員長  どうもありがとうございました。ほかにどなたかございませんか。よろし

いですね。私もお二人の委員の御意見に賛成です。 

  次は牛等の成長促進剤として使用される性ホルモンに関してのどなたかございますか。

どうぞ。 
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○見上委員  天然型の性ホルモンについては、国際的にも意見が分かれるところです。先

ほど村上課長からも説明がありましたように、ＥＵではアメリカ産の天然型性ホルモンを

使った肉は輸入しないというようなことでいろいろあると思うんですけれども、我が国に

おいては、そういった成長促進剤としてホルモンを実際使っておらず、また輸入牛につい

ても、先ほどお話ありましたように調査して問題となるような高濃度の残留が認められた

ことがないということで、直ちにリスク評価に着手するより、さらなる市場調査だとか、

ホルモン剤を投与した牛についての残留試験などを行って、我が国の現状を検証すること

が現実的な対応の仕方ではないかというふうに思います。 

  特に、先般食品安全委員会で論議された性周期同調、あれはもう実際いろんな意味で使

われているわけですけれども、それと直接食べ物とは関係ないんですけれども、そういっ

た意味でホルモンを投与した牛についての残留調査をよく調べた方がいいのではないかと、

そのように思っております。 

○寺田委員長  どうもありがとうございました。ほかに。どうぞ。 

○中村委員  見上委員は専門家だから、見上委員の判断が正しいんだろうと思いますけれ

ども、前からアメリカとそれからヨーロッパの牛肉のホルモンについての摩擦というのは、

物すごく私も厳しいものだと承知していて、ＥＵは結局アメリカがＷＴＯに提訴して、そ

れで負けたんです、ＥＵは。制裁を科すということであっても、断乎として輸入しないと

いうのは、本当にＥＵがただ、頑迷固陋で全くわけのわからぬ姿勢をとっているのか、そ

れともどういう根拠でそれだけの非常に強硬な姿勢をとっているのかということを、つま

りＥＵにとっては大変な損害なわけで、アメリカに輸出する物品の関税率を 100 ％にする

とか、そんな制裁を受けても開放しないということの何か根拠みたいなことをもうちょっ

とやはりこういう機会に調べた方がいいのではないかなという気がするんです。それが１

つと、それから４ページのところで、私も素人でわかりにくいのは、下から４行目ぐらい

のところに、その前段からあるわけですけれども、医薬品として使う場合には、非常にも

うはるかに高濃度で使うからいろんながんが起きたりするあれはありますよと。 

  ただし、その次に食肉に残留するホルモン濃度でヒトに発がんが起きるとの報告はない

と書いてありますが、もともと牛なんかの内因性物質、中にも含まれているような何か状

態の中で、食肉に残留するホルモン濃度でヒトに発がんが起きるというようなことが、は

たしてわかるのかどうかという、もともとがんはなぜ起きるかということについても、ま

だ完全に解明されていない中で、これが本当にそういう報告はないとは言うものの、大体、

こういうことはわかるのかどうかということが１つ私はちょっとわからないんです。 
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  その次に、国際がん研究センターがエストラジオール云々が恐らく発がん性があると。

それからプロゲステロンについても発がん性の可能性があるといって分類していると。 

  それは、しかし上の段の「食品中含有量の把握」という中で云々と書いてあるというよ

うなことと関連しているんでしょうけれども、こっちは発がんの可能性があって、これは

その全体としてこういう物質はあると。ただし、肉に使うホルモン剤の中で、それがどう

いう関係になるのかというのは、ちょっとこれだけ読むとよくわからないんです。これは

表現としてはおかしくないんですか。 

○寺田委員長  どうぞ。 

○村上評価課長  いや、記述の方法が不適当であれば修正をさせていただきます。書いて

いる事務局側としては、余り違和感なく書いたんですが、誤解を生じるようであればなお

させていただきたいと思います。 

  まず、一番下の３行に書いてありますのは、国際がん研究センターにおける評価という

ことでありまして、国際がん研究センターの評価というのは、どんな高用量でも、だから

できるだけ投与して、その結果としてがんの原因になるかどうかということで発がんのラ

ンクの区分をしております。ですから、ここでの評価というのは、医薬品としての投与の

実態等から見て、相当高用量で使用した場合の評価ということであろうと思います。 

  食肉に残留するホルモン濃度でヒトに発がんが起きるとの報告がないというのは、これ

は実際に食肉に残留しているホルモンの濃度というのは、これは正常のフィジオロジーの

範囲で変動するわけでありますが、同じぐらいの量のホルモンを継続的に接種したとして

も発がんが起きる可能性は少ないだろうという所見でありまして、ですから、そこは接種

としては理屈は通るんですが、ただ、わかりにくいという御指摘については事務局として

申し訳なく思います。 

○中村委員  今の御説明ならばわかりました。だから、そういうことをわかるように書く

方がいいのではないかなという気がしました。 

○寺田委員長  これは細かいことですけれども、国際がん研究センターではなくて、これ

は国際癌研究機構なんです。International Agency for Research on Cancer 、センター

ではなくて Cancer です。 

  それで、今、言われたとおりなんですけれども、学者は普通の科学的な発がん性はない

ということを、こういう報告はないという書き方をするんですね。発がん性はないとは言

えないものだから。でも、報告がないということは発がん性はないと一応私らは同じと考

えます。 
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  それから、これは書く順番がちょっとおかしなところに書いている。それから今、言わ

れたようにＥＵがどうして頑張っているかということは、いろんな政治的なこともあると

思うんですが、それは今後ここで見上先生今さっきおっしゃったような日本の国内のこと

を調べるという中に、何かこういうことを実際に取りかかるとしたら、その前にやはりそ

ういうことを調べておくということは非常に大事だと思いますね。 

  結局、まだやっているんですか。 

○中村委員  まだやっています。 

○寺田委員長  ついてで、こんなところで直接関係なんだけれども、ＷＴＯに負けて、そ

うするとペナルティーはどのぐらいのものがくるわけですか。 

○中村委員  勿論、今、品目は全部覚えておりませんけれども、やはりＥＵからヨーロッ

パからアメリカに輸出する品目の中で、アメリカが選択したわけです。これとこれとこれ

をやれば、お前のところは困るだろうというものを選んで、それで関税を 100 ％とかかけ

ているわけです。だから、それはもう調べればすぐわかると思いますけれども、相当な種

類の数です。 

○寺田委員長  わかりました。 

  それでは、そのほかにはございませんか。 

  放射線照射のことに関しまして、どなたか御意見ございますか。どうぞ。 

○小泉委員  先ほど事務局の評価課長から御説明がありましたように、日本では現行はジ

ャガイモの芽止めだけに放射線照射が許可されていると。しかも、これについて今、厚生

労働省が既に評価しておりまして、もうこれまで安全性に関する問題というのは、全然起

こっておりませんし、また新たに科学的知見が出てきたということもないように思います

ので、これから安全委員会が評価するということは必要ないのではないかと。むしろ食品

衛生上は、その他の食品については認めておりませんので、新たな食品照射が必要な場合

には、今後その用途とか、あるいは対象の食品等についての妥当性を検討する必要がある

かと思います。 

  恐らく、こういった問題について管理省において放射線照射の必要があるということを

今後検討されまして、もし、必要があるというのであれば、その省から要請があれば食品

安全委員会がそういったことについて安全性の評価をするということの方が適当ではない

かと私は思いますけれども。 

○寺田委員長  いかがでしょうか。どうぞ。 

○見上委員  もう一つ、確かに国内おいてはそれでいいと思うんですけれども、外国にお
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いて使用されてきた食べ物が日本に輸入される場合があるわけなんですけれども、その使

用した証拠がなかなかつかみにくいんです。だから、やはり貿易競争というのは、公平な

原理でしなければいけないというのが大原則ですから、外国食品ばかり便利で、安いγ線

照射して日本で見つかりにくいからということでどんどん入れてきて、一方日本の人たち

が使用出来ずに苦しんでその殺菌処置が高いものとなり、日本だけが損するというのは絶

対許すべきではないと思います。その辺も是非どこの管理省庁だか知りませんが、照射さ

れた輸入食品に対して何らかの方法で、その使用の有無を見つけ、仮に見つけたら直ちに

これはよろしくないと、日本ではこういう法律だからと言って送り返すぐらいの、管理処

置をしていただきたいと、そのように思います。出来ない場合には、日本でも使用を許可

することも考えるべきです。 

○寺田委員長  わかりました。ということは、例えば、申請があったものをこちら側に管

理省庁から安全性に関して評価を依頼しろと、そういうことになりますね、逆の言い方を

すると。 

  どうもありがとうございました。 

  それでは、今のお話を聞いていますと、食中毒の原因であるリステリアということが題

の上では出ましたけれども、リステリア以外に言われましたようにサルモネラとかカンピ

ロとかいろんな食中毒が起こす重要な微生物があるとの指摘をいただいたということでご

ざいまして、我が国においても定量的なリスク評価の着手が必要であるという意見がござ

いましたが、これは最初の事務局の説明のところにも書いてございました。たしか、２ペ

ージの資料２－２の上から項目の（１）の２行目ぐらいのところに、こういうことがまず

必要であると。評価のガイドラインというのは、そのプライオリティーを決めていくのか、

全体としてやっていくのか、そこが順番としてどちらが先にするかは別にいたしまして、

リスク管理機関からの評価要請に基づくことなく、食品安全委員会が自ら食品健康影響評

価を実施するということで、微生物・ウイルス専門調査会にその辺りの検討をお願いする

ということでよろしゅうございましょうか。 

  それから、牛等の成長促進肥育剤として使用される性ホルモンつきましては、現時点で

は直ちに評価案件とせず、引き続き先ほどのＥＵの話も含めまして、日本の国内の状態も

含めまして、引き続き調査研究を進めていくことが重要であると御意見がございました。 

  放射線照射食品につきましては、新たな食品照射の必要等につきまして管理機関におい

て検討を待ちたいと意見があったと思いますし、同時に外国からの輸入品に関してもその

点も法律との整合性もやはり考えて、管理官庁の方に考えていただきたいというようなこ
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とが御意見としてございました。 

  この最後の２つ、ホルモンの話と放射線照射食品につきましては、現時点では評価案件

とはせず、今後自ら行う食品影響評価の案件候補の点検や管理機関との協議を踏まえて、

改めて評価が必要かどうかということを検討したいと思いますが、それでよろしゅうござ

いますか、２つのことについては。どうもありがとうございました。その辺にさせていた

だきます。 

  続きまして、食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査結果につきまして、

事務局からお願いいたします。 

○藤本勧告広報課長  それでは、資料３－１を御覧いただきたいと思います。 

  本年の６月に前回調査をさせていただきましたけれども、食品安全委員会が行いました

リスク評価、食品健康影響評価が食品の安全性の確保に関する施策に適切に反映している

かどうかを把握するため、評価結果に基づいた関係行政機関の施策の実施状況につきまし

て、第２回目ということで調査を行いました。その結果の御報告ということでございます。

  今回の調査につきましては、前回の場合、「また」の段落のところに書いてございます

けれども、15 年度、すなわち、15 年７月から 16 年３月までに食品安全委員会が評価結果

を各省に通知したものが対象だったわけでございますが、それに加えまして 16 年４月から

９月までの間に、すなわち 16 年度上期におきまして、食品安全委員会から厚生労働省、農

林水産省へ評価要請に基づき評価結果を通知した８分野 39 品目というものを、新たに対象

として行ったということでございます。 

  前回と同様、調査の進め方は「別添」の方にございますとおり調査シートを評価要請の

あった関係行政機関に示しまして、それに記入いただくというような形で報告を受けて行

っております。その結果につきましては別添のとおりということでございます。 

  それらを踏まえまして、また前回と同様、今回追加で行いました調査の品目を中心にし

まして、施策の実施状況を整理しておりますので、そちらについて資料３－１の方を見て

いただきながら御説明したいと思います。また、前回の調査品目につきましても、その調

査時点で具体的な管理措置が講じられていなかったものにつきまして、その後の進捗状況 

 を整理しておるところでございます。 

  それでは、２ページの方に移っていただきたいと思いますけれども、まず「添加物」の

関係でございます。 

  ８品目の評価を行っております。まず 16 年度上期におきましてということでございます

が、８品目の評価結果を行っているということでございます。「ＡＤＩを設定する必要が
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ないと評価がされたもの」が１品目ございました。ステアリン酸カルシウムでございます。

  これにつきましては、薬事・食品衛生審議会の方で添加物として指定して差し支えない

とする等の答申が得られたばかりという段階でございます。これを踏まえまして、現在最

終的な検討をされているということでございます。 

  Bでございますけれども「食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念はないと考

えられると評価されたもの」が４品目ございます。 

  こちらにつきましても、プロパノール以外の３品目につきましては、薬事・食品衛生審

議会におきまして添加物として指定しても差し支えないとする答申を得たばかりの段階と

いうところでございます。 

  プロパノールにつきましては、現在審議中というような状況でございました。 

  Cの方でございますけれども「評価の結果、許容上限摂取量が設定されたもの」という

ものとしまして、グルコン酸亜鉛、グルコン酸銅の２品目がございました。 

  これらの２品目につきましては、同じく薬事・食品衛生審議会におきまして、次のペー

ジでございますけれども、対象品目として保健機能食品を追加するとともに、その使用量

について使用基準を設定するなどの答申を得たばかりという段階でございます。 

  Dとしまして「遺伝毒性及び腎臓への発がん性が認められており、ＡＤＩを設定できな

いと評価されたもの」が１つございまして、御承知のとおりアカネ色素でございます。 

  こちらにつきましては、評価結果を得て速やかに既存添加物からの消除ということが 10

月９日に施行されております。 

  次に「農薬」の方に移ります。 

  農薬につきましては、16 年度上期におきまして２品目の食品健康影響評価が行われてお

ります。いずれもＡＤＩが設定されております。 

  これらの２品目につきましては、ＡＤＩを超えないことを確認の上、残留基準の設定が

なされております。 

  その下の方でございますけれども「［前回の調査時点で、具体的な管理施策が講じられ

ていなかったもの］」としまして、ピリダリルというものがございました。こちらにつき

ましては、ＡＤＩが設定されておりまして、こちらの方につきましても同じくＡＤＩを超

えないようなことを確認の上、残留基準が設定されたという進展があったということでご

ざいます。 

  次のページに移りますが「動物用医薬品」でございます。 

  こちらにつきましては、16 年度上期におきまして７品目の評価が行われております。 
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  Aの方でございますけれども「適切に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健

康に影響を与える可能性は無視できると評価されたもの」が６品目ございます。 

  こちらにつきましては、いずれも残留基準は設定しないこととし、動物用医薬品として

の製造、または輸入販売の承認がなされておるところでございます。 

  その中のうちの１つで、豚ボルテデラ感染症精製・豚パスツレラ症混合不活化ワクチン

につきましては、食品健康影響評価の中でと畜場出荷前に 10 週間は注射しないことという

指摘がなされたところでございます。こちらにつきましては、販売時の添付文書にその旨

を記載するということでの対応がとられておるということでございます。 

  Bの方でございますけれども「評価の結果、ＡＤＩが設定されたもの」が１品目ござい

ます。 

  これにつきましては、同じくＡＤＩを超えないよう確認の上、残留基準が設定されまし

て動物用医薬品としての製造も承認されておるという状況でございます。 

  前回調査の関係で、更に具体的な管理措置がとられたものがございましたので、併せて

記述しております。 

  それはカルバドックスでございますが、こちらにつきましてはＡＤＩを設定することが

できないと評価されまして、前回の調査で残留基準としまして、その代謝物であるキノキ

サリン－２－カルボン酸として不検出とされたという報告をさせていただきましたけれど

も、更にその試験方法につきまして改良され、一部の改正もなされたという進展があった

ということでございます。 

  ４の「器具・容器包装」の関係でございますけれども、こちらにつきましては化学分解

法により再生したポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の容器包装の商

品化に当たった評価が行われておりますけれども、こちらにつきまして現在のＰＥＴと同

じ用途内において、食品に直接接触する容器包装として使用すること可能であるとの評価

がなされたわけでございます。 

  これを踏まえまして、現在の容器包装の規格基準に抵触せず、有毒器具等に該当しない

と判断される旨の通知が照会者になされております。 

  次のページに移りますけれども「プリオン」の関係で、豚由来タンパク質等の飼料利用

についての影響評価を１つ行っております。 

  こちらにつきましては、１、２、３とございますように、まず１のところでございます

が、豚及び家きんに由来する肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解タンパク質を豚及び家きん用

の飼料として利用することによるヒトへの直接的な食品健康影響評価については無視でき
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ると。 

  それと２のところにございますけれども、交差汚染を防止するための適切な管理が実施

できる施設のみにおいて認めるべき等のことと。 

  あと、３のところに馬については評価することができないという内容だったわけでござ

います。 

  これに対しまして「（施策の概要）」の方のところでございますけれども、現在時点の

状況につきましては、農業資材審議会において豚由来タンパク質等の飼料利用に係る基準

規格の改正につきしまて、括弧書きで補足説明を行っておりますけれども、そうした内容

の答申を得たばかりの段階ということでございます。 

  なお書きのところにございますように、馬に由来する肉骨粉等につきましては引き続き

利用されないことになっております。 

  また、更にのところに書いてございますけれども、食品健康影響評価の中で交差汚染を

科学的にチェックするために十分な感度・精度を有する技術の開発により一層努力し、今

後安全性を検証するための仕組みを構築すべきであるというふうな意見がつけ加えてられ

ておりましたけれども、こちらにつきましては独立行政法人の肥飼料検査所と研究開発機

関及び民間企業との連携によりまして動物性タンパク質検査技術の開発・実用化に努めて

リスク管理の高度化を図るというふうなこととなっておるという状況でございました。 

  ２番目に、その次の「かび毒・自然毒」の関係でございますが、こちらにつきましては、

御承知のとおりいわゆるコンフリー及びこれを含む食品についての健康評価を行ったとい

うことでございます。 

  「（施策の概要）」の方でございますけれども、評価結果を踏まえまして販売等の禁止

ということにされたということでございます。 

  また、なお書きのところにございますように、食品健康影響評価の中で広く国民一般に

対しコンフリーを摂取することのリスクについて注意喚起するなどの適切な管理措置を講

ずるべきという意見がございましたけれども、次のページに移りますが、こちらにつきま

しては地方自治体及び関係業者・消費者団体等への周知等がなされておるということでご

ざいます。 

  「また」のところにございますが、コンフリー以外のピロリジジンアルカロイドを含む

食品についての関連情報の収集に努めるということも併せて意見が述べられておりました

けれども、こちらにつきましては情報収集が行われておりますけれども、現時点では特段

の情報は得られていないということでございました。 
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  次に「遺伝子組換え食品等」の関係でございます。 

  こちらにつきましては、まず遺伝子組換え食品としまして２品目の評価が行われており

ます。いずれもヒトの健康を損なう恐れがない、またはその安全性に問題がないという評

価がなされておりました。 

  これらの２品目につきましては、既に安全性審査を経た旨の公表などがなされておると

ころでございます。 

  一方「遺伝子組換え飼料」について１品目評価がなされておりますが、こちらにつきま

しては、その安全性には問題ないとされたものでございます。 

  こちらについては、現在農業資材審議会飼料分科会安全性部会において審議予定という

状況でございます。 

  その次に、「新開発食品」の関係ということで「特定保健用食品」で 16 品目の食品健康

影響評価を行っておりまして、いずれも適切に摂取する限りにおいては、安全性に問題は

ないと評価されたところでございます。 

  このうち、オリゴメイトＳ－ＨＰ以下７品目につきましては、既に特定保健用食品とし

て許可されております。 

  そのうちの中で、リセッタソフトにつきましては、これは実は評価を行った段階ではリ

セッタ健康ソフトという名称でありましたけれども、許可時点で販売名が変更されたとい

うことでございますけれども、このリセッタソフトにつきましては、食品健康影響評価の

中で治療を受けている者が摂取する場合は、医師に相談するといったような適切な注意喚

起等の措置を講ずる必要があるといった指摘がなされたところであります。これにつきま

しては、医師の指導による食事制限を受けられている方は、御相談の上御使用くださいと

いう注意事項を表示するという対応がとられております。 

  そのほか、ブレンディコーヒーオリゴ入りカフェオレと毎日海菜海苔ペプチドにつきま

しては審議会において特定保健用食品として認めることは差し支えないとする答申を得た

ばかりの段階ということでございます。 

  残りのチチヤス低糖ヨーグルトほか７品目につきましては、現在審議中という状況でご

ざいます。 

  また、前回の時点で具体的な管理措置がとられていなかったものとして、プレティオ以

下、そこに書いてございます３つのものがございました。いずれも安全性に問題はないと

評価されたものでございます。これらにつきましては、既に特定保健用食品として許可さ

れたということで進展があったということでございます。 
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  そのほか、健康博士ギャバほか２品目につきましては、審議中という形で継続になって

おるという状況でございました。 

  最後に「肥料・飼料等」の関係でございますが、前回時点で管理施策が具体的にされて

いなかったものとしまして２つほどございました。 

  アスタキサンチンがその１つでございます。こちらにつきましては、ＡＤＩを設定しな

いと評価されておりました。この結果に基づきまして残留基準は設定しないこととされま

して、飼料一般の成分規格の改正等も既に行われておるという進展があったということで

ございます。 

  もう一つのカンタキサンチンにつきましては、こちらにつきましてはＡＤＩが設定され

たのを受けまして、それを超えないようにということで残留基準が設定されております。 

 また、飼料一般の成分規格の改正という形での対応もとられておるという状況でございま

した。 

  以上が私からの御報告でございます。 

○寺田委員長  どうもありがとうございました。ただいまの説明につきまして何か御意見

などございますか。 

  これは、資料３－２、今まで委員会でいろいろやってきた評価の結果で、それが管理機

関でどういうふうな扱いをしているかということをまとめているのですが、何かコンピー

タかなんかでできるものかどうかわからいなんですけれども、厚労省あるいは農水省にリ

ンクが貼れるとか、この物質に関して、ここでこの日に評価したのが１年経ったら向こう

で審議会で審議をして、それがどういうふうな規制の方に回ったかというのは、一連のデ

ータとしてできるようになったらいいですね。これをいちいち見たら、目がくらくらする

ようだし、それからものによって、これは本当にずっと大変なんでしょうけれども、ＡＤ

Ｉをこちら側で決めておいて、向こうでどのように基準値を決めたと、法律で決まったと、

どこまで何がどういうふうに決まったかわからないし、それは書き込めないですかね。特

に農薬は、大変だと思うんですけれども。やはり何か、消費者の人とか国民の人がぱっと

見てわかるような、ちょっと仕組みとか何か、大変でしょうけれども、考えていただけれ

ば有難いと思います。できないかもわかりませんけれども、ちょっと簡単でもいいからぱ

っと見たら、ここでこうなって、こういうふうにいったんだなということがわかるように

なれば、後からいろいろな面で良いと思います。できるような何となく感じがするんです

が。向こうも公開されているんだろうから。お願いいたします。 

  ほかに何かございませんでしょうか。 
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  それでは、このような食品健康影響評価の結果がどういうふうに施策にやられているか

と、反映されているかということは重要でございまして、食品健康影響評価の結果のまた

フォローアップよろしくお願いいたします。これは、評価後もうちょっと時間が経ってか

らやった方がいいのではないかな。今、向こうで審議中というのが３分の２ぐらいありま

したね。ですから、向こうも大変だろうと思うので、ちょっとぐらい遅れても私は構わな

いと思うんです。ただ、状態がどうなっているかということと、それからこちら側がせっ

かく決めたのに、向こう側でまだ何もやっていないとか、そんなことを私も国民も知りた

いと思います。やはりコンピュータかなんかそんなのでいかないとわからないと思うんで

す。どうもみんな忙しいし、農林水産省、厚生労働省も大変忙しいんでしょうけれども、

何かそういうことがコンピュータとか何かで解決できるようであれば、大変ありがたいと

思います。 

  そのほかに今日は議事ございますか。ないですか。 

  それでは、本日の委員会のすべての議事は終了いたしました。ほかの委員の先生ござい

ませんですね。 

  以上をもちまして、食品安全委員会第 74 回の会合を閉会いたします。 

  次回の委員会の会合につきましては、事前にお知らせいたしましたとおり木曜日が天皇

誕生日で祝日になっておりますので、翌日の 24 日金曜日 14 時から開催いたしますので、

お知らせいたします。 

  また、12 月 21 日は 10 時から緊急時対応専門調査会が公開で、同じく 10 時から動物用

医薬品専門調査会が公開で、12 月 21 日の 14 時からは遺伝子組換え食品等専門調査会が非

公開で、12 月 22 日水曜日 10 時からは添加物専門調査会が公開で、同じく 22 日の 10 時か

らはプリオン専門調査会が公開で開催されます。 

  なお、現在全国各地で開催いたしております食品に関するコミュニケーション、日本に

おける牛海綿状脳症ＢＳＥ対策に関する意見交換会ですが、12 月 20 日月曜日 13 時 30 分

からは高知市で、21 日火曜日 13 時 30 分から高松市で、22 日水曜日 13 時 30 分から松山市

で、24 日 13 時 30 分から千葉市で開催する予定としておりますので、お知らせいたします。  

  どうもありがとうございました。終わります。 

 


